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事案の概要

　本件は、発明の名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする特許
第5046756号の特許権を有する原告が、被告に対し、被告による被告製品の製造販売が特許権侵害に当た
ると主張して、①特許法100条１項及び２項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄、②民法709条、
特許法102条２項に基づく損害賠償金（内金請求）及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

判示事項
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１　争点（１）（構成要件１－Ｃ「ｐＨ調整剤」の充足性）について
原告が被告製品に含まれるクエン酸が「ｐＨ調整剤」に当たると主張するのに対し、被告は、上記ク

エン酸は被告製品のｐＨを5.0〜7.5の範囲にするものでなく、その量もごく微量であるから、「ｐＨ調整
剤」に当たらないと主張するので、以下検討する。

本件発明の特許請求の範囲の文言上、「ｐＨ調整剤」の具体的な内容については記載がなく、本件明
細書には「ｐＨ調整剤としては、一般にこの用途で用いられるものであればいずれも該当し」との記載
がある（段落【0065】）。これらのことからすれば、「ｐＨ調整剤」とは、その字句のとおり、ｐＨを調
整する剤をいうと解するのが相当である。

そして、クエン酸は本件明細書においてｐＨ調整剤として例示されているところ（段落【0065】）、
被告製品からクエン酸を取り除くとｐＨが大きく変化することが認められ、被告製品に含まれるクエ
ン酸はｐＨを調整する機能を有しているということができる。したがって、被告製品は構成要件１－
Ｃを充足するというべきである。

被告の主張はいずれも採用することができない。
したがって、被告製品はいずれも本件発明の各技術的範囲に属するものと認められる。

２　争点（２）（乙６ウェブページに掲載された発明（乙６発明）に基づく進歩性欠如）について
（１）　乙６発明と本件発明の一致点及び相違点

ア　乙６ウェブページは本件特許の出願前である平成19年６月14日にインターネット上で公開され
たものであるから、乙６ウェブページに掲載された乙６発明は日本国内において電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明（特許法29条１項３号）に当たる。

そして、証拠（乙６）及び弁論の全趣旨によれば、乙６発明は、水、グリセリン、クエン酸（本
件発明の「ｐＨ調整剤」に相当する。）、リン酸アスコルビルマグネシウム、オレイン酸ポリグリセ
リル－10（同「ポリグリセリン脂肪酸エステル」に相当する。）、ヘマトコッカスプルビアリス油（同

「アスタキサンチン」に相当する。）、トコフェロール、レシチン（同「リン脂質」に相当する。）等
の35の成分を含む美容液（同「スキンケア用化粧料」に相当する。）に関する発明であり、このう
ちオレイン酸ポリグリセリル－10、ヘマトコッカスプルビアリス油及びレシチンはエマルジョン
粒子となっているものであると認められる。

そうすると、本件発明と乙６発明は、本件発明のｐＨの値が5.0〜7.5の範囲であるのに対し、乙
６発明のｐＨの値が特定されていない点で相違し、その余の点で一致する。

イ　これに対し、原告は、当業者は乙６ウェブページに掲載されている内容は原告旧製品の全成分
であると認識するところ、原告旧製品のｐＨの値は7.9〜8.3であるから、本件発明と乙６発明の相
違点は、本件発明のｐＨの値が5.0〜7.5の範囲であるのに対し、乙６発明のｐＨの値が7.9〜8.3の範
囲である点となる旨主張する。

そこで判断するに、原告の上記主張は、原告旧製品自体の成分を検査すればｐＨの値を知るこ
とができるというにとどまるものであって、本件の関係証拠上、技術常識を踏まえてみても乙６
ウェブページに掲載されている内容自体からｐＨが7.9〜8.3であると導くことができるとは認めら
れない。したがって、乙６発明においてｐＨの値は特定されていないと解するのが相当であって、
原告の上記主張を採用することはできない。

（２）　相違点の容易想到性
ア　証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
（ア）　化粧品の基本的かつ重要な品質特性としては、安全性、安定性、有用性、使用性が挙げら

れ、化粧品の設計に当たっては、まず配合薬剤の基剤中における安定性に留意する必要がある。
薬剤の安定化にはｐＨ、温度、光、配合禁忌面から同時に配合する成分の影響を把握しておく


